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[主な実施主体] 

一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 

（大丸有地区の地権者等で構成－正会員（66 社）、準会員（10 社）、賛助会員（10 社）） 

 

[対象エリア]  

大手町・丸の内・有楽町地区（約 120ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

[プロジェクト概要] 
○大手町・丸の内・有楽町地区（以下、大丸有地区）では、公民協調によるまちづくりの目標等として『まちづくり 

ガイドライン』を策定しており、これら、まちづくりの目標をよりよく達成するために、ビジョンオリエンテッドによるスマート 
シティ化に取り組む。 

○公民協調、エリアマネジメントによって、ユースケースから導き出した課題を解決するサービスを実現することで「既存 
都市のアップデート」と「都市のリ・デザイン」を推進する。他地域のエリアマネジメント活動や東京都・行政とも連携 
し推進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティプロジェクト 


